
静岡県における農村振興の取り組み
～農村と企業・学生が手をつなぐ～

＠富士市 大渕笹場
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静岡県の農村振興施策について静岡県の農村振興施策について

「むらマッチ」について「むらマッチ」について

静岡県の紹介静岡県の紹介
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人 口：3,509,835人

世帯数：1,526,308世帯

資料：県統計活用
「静岡県市町別推計人口」
（令和７年３月時点）

●県鳥 さんこうちょう

●県花 つつじ ●県木 もくせい

静岡県の紹介 ①

H15：75市町村
（21市49町４村）

↓
H22：35市町
（23市12町）

●県旗の模様

静岡県庁※

※

※政令市

駿 河 湾

遠 州 灘

富 士 山
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静岡県の紹介 ②



静岡県の農村振興施策について静岡県の農村振興施策について
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静岡県の農山村地域の現状・課題

・人口減少や高齢化、
遊休農地増加など環境悪化
・地域課題の解決に
外部（大学や企業）の力が必要

農山村と現状と課題 都市農村交流・ビジネスへの期待

・農村への交流、関係人口増加
・田園回帰志向による移住増
・外国人観光客増加、新たな
農村ビジネス創出の期待

企業の社会・環境貢献の高まり

・企業の社会や環境貢献の必要性の
高まり
・「田園回帰」など農村への志向増大

農山村の豊富な
地域資源を

活用した地域づくり
＋

外部の力
（企業や他産業等）

の活用

静岡県の地域別高齢化
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人口減少と高齢化が、
農山村地域（特に中山間地）
を中心に進んでいます︕
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地域県民

企業
企業と連携して地域資源を保全・活用

地域住民(農家・
非農家)が農地・
農業用施設を保全

棚田や農地を
保全する
ボランティア
活動

多面的機能支払交付金
（ふじのくに美農里プロジェクト）

理想の
持続可能な農村

県民共有の
財産である地域資源

(宝)を大切に
守る３つの『協働』

旬の農産物・地域のイベント・保全活動情報・農村、都市のニーズ等

県民・企業と農村をつなぐプラットフォーム
(情報共有・マッチングの場)

Ｈ18〜

Ｈ20〜

Ｈ18〜

Ｈ24〜

Ｈ28〜

静岡県の農村振興の相関図

R５〜
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むらづくり
ワンストップ

窓口

相談・情報発信等

推進
組織

伴走支援



静岡県の多面的機能支払交付金

愛称︓「ふじのくに美農里プロジェクト」（Ｈ20に一般公募により決定）
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県内29市町／35市町で実施 主要作物：米、茶、みかん
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【ロゴの改新】
キーワード：支える、一芯二葉、稲穂、

みかん、水、ホタル、富士山

静岡県の多面的機能支払交付金
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推進組織
「静岡県多面的機能支払推進地域協議会」

設置年月日：平成１９年４月５日
（旧：静岡県農地・水・環境保全向上対策地域協議会）

 会長：大井川土地改良区理事長
 会員：34市町、県土連、JA中央会、７改良区、県
 事務局：静岡県農地保全課
 事業内容：総会の開催、パンフレットなどの作成、ＧＩＳ情

報の整備、伴走支援体制づくり、活動組織と地域外の団体と
のマッチング、協議会だより



ふじのくに美しく品格のある邑づくり

「内発的な維持・発展を目指す農山村地域」を
手上げ方式で登録
※登録数155邑

『日本で最も美しい村』を目指して
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推進組織
「ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合」
・会員：県内35市町と県
（平成24年２月23日設立）
・会長：富士宮市長、副会長：松崎町長

知事顕彰
①目的：顕彰により邑のブランド化を図る。
②内容：邑の審査、邑づくりへの指導・助言
③広報：登録した邑について、全国に情報発信
④選定：推薦された候補邑を基本に、推進委員会が

現地調査及び書類審査、意見具申。
県知事が意見具申された邑から、知事顕彰邑
を決定。

※顕彰邑：48邑（R7.10現在）

邑(むら)の特徴的な取組やそこで活動
する人々をクローズアップした紹介誌

ふじのくに美しく品格のある邑づくり
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仲介・コーディネート→協定→県知事認定

労力、人材提供
アイデア、ネットワーク

一社一村しずおか運動

県の入札制度
において、総
合評価で加点
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2006年〜2024（19年間）で40の農山村地域と
56の企業・団体により、52件の認定がなされた。

一社一村しずおか運動認定の推移
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一社一村しずおか運動の認定

認定要件

• 農村と企業がそれぞれの資源、人材、ネットワーク等を生かし、双方にメリット
のある協働を目指すものであること

• 地域活性化に向けた活動であること
• 活動が継続して行われる見込みがあること（３年間以上）

認定事例
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